
JP 6104730 B2 2017.3.29

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複合材の成形を行うために用いられる成形金型であって、
　成形面を有する成形部材と、
　前記成形部材の下方側に設けられ、前記成形部材を支持する支持フレームと、
　前記成形部材と前記支持フレームとの間に設けられ、前記支持フレームに対する前記成
形部材の高さを調整可能な高さ調整機構と、
　前記成形面上に設置され、長手方向に延在するガイド部材と、を備え、
　前記高さ調整機構は、
　前記支持フレームに固定されるナットと、
　下端部が前記ナットに螺合すると共に、回転させることで前記ナットに対して高さ方向
に移動するねじ軸と、
　前記ねじ軸の上端部に設けられ、前記成形部材に当接する当接部材と、を有し、
　前記ガイド部材は、
　前記長手方向に沿って所定の間隔を空けて形成されると共に、前記長手方向に直交する
直交方向に延在して形成される複数のスリットと、
　前記ガイド部材を前記成形面に倣って固定するためのピン穴と、を有することを特徴と
する成形金型。
【請求項２】
　複合材の成形を行うために用いられる成形金型であって、
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　成形面を有する成形部材と、
　前記成形部材の下方側に設けられ、前記成形部材を支持する支持フレームと、
　前記成形部材と前記支持フレームとの間に設けられ、前記支持フレームに対する前記成
形部材の高さを調整可能な高さ調整機構と、を備え、
　前記高さ調整機構は、
　前記支持フレームに取り付けられ、内部に流体が溜められる容器と、
　前記容器内に溜められた前記流体に浮かぶ浮体と、
　前記浮体に連結され、前記成形部材に当接する当接部材と、を有することを特徴とする
成形金型。
【請求項３】
　複合材の成形を行うために用いられる成形金型であって、
　成形面を有する成形部材と、
　前記成形部材の下方側に設けられ、前記成形部材を支持する支持フレームと、
　前記成形部材と前記支持フレームとの間に設けられ、前記支持フレームに対する前記成
形部材の高さを調整可能な高さ調整機構と、
　前記高さ調整機構により支持される前記成形部材の支持面の水平度を検出する水平検出
器と、
　前記高さ調整機構の高さを制御可能な制御部と、を備え、
　前記高さ調整機構は、
　基端部が前記支持フレームに取り付けられるアクチュエータと、
　前記アクチュエータの先端部に設けられ、前記成形部材に当接する当接部材と、を有し
、
　前記制御部は、前記アクチュエータに接続され、前記水平検出器の検出結果に基づいて
、前記アクチュエータを駆動制御することで、前記支持フレームに対する前記成形部材の
高さを調整することを特徴とする成形金型。
【請求項４】
　複合材の成形を行うために用いられる成形金型であって、
　成形面を有する成形部材と、
　前記成形部材の下方側に設けられ、前記成形部材を支持する支持フレームと、
　前記成形部材と前記支持フレームとの間に設けられ、前記支持フレームに対する前記成
形部材の高さを調整可能な高さ調整機構と、
　前記成形面上に設置され、長手方向に延在するガイド部材と、を備え、
　前記ガイド部材は、
　前記長手方向に沿って所定の間隔を空けて形成されると共に、前記長手方向に直交する
直交方向に延在して形成される複数のスリットと、
　前記ガイド部材を前記成形面に倣って固定するためのピン穴と、を有することを特徴と
する成形金型。
【請求項５】
　前記成形部材の熱膨張率は、前記支持フレームの熱膨張率以下となっていることを特徴
とする請求項１から４のいずれか１項に記載の成形金型。
【請求項６】
　前記支持フレームの下方側に設けられ、前記支持フレームを３点支持しながら床面上を
走行する３つの車輪を、さらに備えることを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に
記載の成形金型。
【請求項７】
　請求項６に記載の成形金型を用いた複合材の成形方法であって、
　前記成形金型を、前記床面上を走行させながら、作業領域と加熱成形領域との間で移動
させることを特徴とする複合材の成形方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、複合材の成形を行うために用いられる成形金型及び複合材の成形方法に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複合材の成形金型ではないが、複合材構造部品を組み立てる組立用治具が知られ
ている（例えば、特許文献１参照）。複合材構造部品の組立用治具は、治具構造体と、治
具構造体の上面側に設けられるパイロットプレートと、治具構造体とパイロットプレート
との間に設けられるスライド機構と、パイロットプレートと複合材構造部品との間に設け
られる金具及びロケータと、を備えている。ロケータは、複合材構造部品を水平に支持す
るための上下方向位置の調節部材となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１－３１６１３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、複合材の成形を行うために用いられる成形金型は、その上面が成形面となっ
ている。成形金型は、複合材を好適に成形するために、熱による成形面の変形を抑制すべ
く、熱膨張が小さい材料を用いることが好ましい。熱膨張が小さい材料としては、例えば
、インバー等の低膨張合金が用いられる。また、成形金型は、移動自在にするために、車
輪を設ける場合がある。この場合、車輪に支持される成形金型は、車輪を支持点として、
自重により撓む可能性がある。このため、成形金型は、自重による撓みによって成形面が
変形することを抑制するために、成形金型の厚みを厚くして、成形金型の剛性を高くする
ことが考えられる。しかしながら、成形金型の厚みを厚くする場合、成形金型の材料とし
てインバーを用いると、インバーは高価な材料であるため、成形金型の製造コストが増大
してしまう。なお、特許文献１は、ロケータにより複合材構造部品を支持する構成であっ
て、成形面を有する成形金型を支持する構成とはなっていない。
【０００５】
　そこで、本発明は、成形面の変形を抑制しつつ、安価な構造にすることができる成形金
型及び複合材の成形方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の成形金型は、複合材の成形を行うために用いられる成形金型であって、成形面
を有する成形部材と、前記成形部材の下方側に設けられ、前記成形部材を支持する支持フ
レームと、前記成形部材と前記支持フレームとの間に設けられ、前記支持フレームに対す
る前記成形部材の高さを調整可能な高さ調整機構と、を備えることを特徴とする。
【０００７】
　この構成によれば、支持フレームが自重により撓む場合や、溶接により変形する場合で
あっても、高さ調整機構により高さを調整することで、成形部材を平らな状態にすること
ができる。なお、平らな状態としては、水平面と平行な状態である水平状態の他、水平面
に対して傾斜する平坦な傾斜面と平行な状態である傾斜状態を含む。また、高さ調整機構
は、成形部材を平らな状態となるように支持することができるため、成形部材の厚みを厚
くする必要がない。このため、成形面の変形を抑制しつつ、安価な構造にすることが可能
となる。
【０００８】
　また、前記成形部材の熱膨張率は、前記支持フレームの熱膨張率以下となっていること
が好ましい。
【０００９】
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　この構成によれば、成形部材の熱膨張率を小さくすることができるため、成形面の熱変
形を抑制することができる。成形部材に用いられる材料としては、インバーの他、ＣＦＲ
Ｐ等の複合材、または鋼材等を用いることができる。
【００１０】
　また、前記支持フレームの下方側に設けられ、前記支持フレームを３点支持しながら床
面上を走行する３つの車輪を、さらに備えることが好ましい。
【００１１】
　この構成によれば、支持フレームを３点支持しながら移動させることができる。このた
め、床面が凹凸形状であっても、３つの車輪を全て接地させた状態で、支持フレームを移
動させることができるため、支持フレームにねじれを生じさせることがない。よって、支
持フレームのねじれによる成形面の変形を抑制しつつ、支持フレームを移動させることが
できる。
【００１２】
　また、前記高さ調整機構は、前記支持フレームに固定されるナットと、下端部が前記ナ
ットに螺合すると共に、回転させることで前記ナットに対して高さ方向に移動するねじ軸
と、前記ねじ軸の上端部に設けられ、前記成形部材に当接する当接部材と、を有すること
が好ましい。
【００１３】
　この構成によれば、ねじ軸を回転させ、ナットに対してねじ軸を高さ方向に移動させる
ことで、当接部材に当接する成形部材の高さを手動で調整することができる。このため、
高さ調整機構による高さの調整を容易に行うことができる。
【００１４】
　また、前記高さ調整機構は、前記支持フレームに取り付けられ、内部に流体が溜められ
る容器と、前記容器内に溜められた前記流体に浮かぶ浮体と、前記浮体に連結され、前記
成形部材に当接する当接部材と、を有することが好ましい。
【００１５】
　この構成によれば、容器内の流体の境界面（上面）が水平面となり、水平面となる流体
に浮体が浮かぶことから、当接部材に当接する成形部材を水平状態にすることができる。
このため、支持フレームが撓む場合であっても、流体の境界面は水平面となることから、
成形部材を水平状態にすることができる。
【００１６】
　また、前記高さ調整機構の水平度を検出する水平検出器と、前記高さ調整機構の高さを
制御可能な制御部と、をさらに備え、前記高さ調整機構は、基端部が前記支持フレームに
取り付けられるアクチュエータと、前記アクチュエータの先端部に設けられ、前記成形部
材に当接する当接部材と、を有し、前記制御部は、前記アクチュエータに接続され、前記
水平検出器の検出結果に基づいて、前記アクチュエータを駆動制御することで、前記支持
フレームに対する前記成形部材の高さを調整することが好ましい。
【００１７】
　この構成によれば、制御部により高さ調整機構の水平度を維持することができる。この
ため、制御部は、支持フレームが歪む場合であっても、アクチュエータを駆動制御するこ
とで、支持フレームの歪みに追従して、高さ調整機構の高さを調整することができ、これ
により、成形部材を水平状態にすることができる。
【００１８】
　また、前記成形面上に設置され、長手方向に延在するガイド部材を、さらに備え、前記
ガイド部材は、前記長手方向に沿って所定の間隔を空けて形成されると共に、前記長手方
向に直交する直交方向に延在して形成される複数のスリットと、前記ガイド部材を前記成
形面に倣って固定するためのピン穴と、を有することが好ましい。
【００１９】
　この構成によれば、複数のスリットが形成されていることで、ガイド部材を、成形面に
倣って変形させることができ、また、成形面に倣って変形したガイド部材を、ピン穴を用
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いて成形面に固定させることができる。
【００２０】
　本発明の複合材の成形方法は、成形面を有する成形部材と、前記成形部材の下方側に設
けられ、前記成形部材を支持する支持フレームと、前記成形部材と前記支持フレームとの
間に設けられ、前記支持フレームに対する前記成形部材の高さを調整可能な高さ調整機構
と、前記支持フレームの下方側に設けられ、前記支持フレームを３点支持しながら床面上
を走行する３つの車輪と、を備える成形金型を用いた複合材の成形方法であって、前記成
形金型を、前記床面上を走行させながら、作業領域と加熱成形領域との間で移動させるこ
とを特徴とする。
【００２１】
　この構成によれば、成形金型を、床面上を走行させながら、作業領域と加熱成形領域と
の間で移動させることができる。このため、成形金型を、クレーンにより吊り上げて移動
させるという、煩雑な移動作業を行う必要がなく、移動作業に伴う作業時間を短縮するこ
とができる。これにより、複合材の成形作業を効率良く行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、実施例１に係る成形金型を側方から見たときの側面図である。
【図２】図２は、実施例１に係る成形金型を上方から見たときの平面図である。
【図３】図３は、実施例１に係る成形金型を正面から見たときの正面図である。
【図４】図４は、実施例１に係る成形金型のレイアップガイドを示す説明図である。
【図５】図５は、実施例１に係る成形金型の高さ調整機構を示す模式図である。
【図６】図６は、成形金型を用いて成形される翼体構造の一例を示す断面図である。
【図７】図７は、実施例２に係る成形金型の高さ調整機構を示す模式図である。
【図８】図８は、実施例３に係る成形金型の高さ調整機構を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下に、本発明に係る実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施例によ
りこの発明が限定されるものではない。また、下記実施例における構成要素には、当業者
が置換可能かつ容易なもの、あるいは実質的に同一のものが含まれる。
【実施例１】
【００２４】
　図１は、実施例１に係る成形金型を側方から見たときの側面図であり、図２は、実施例
１に係る成形金型を上方から見たときの平面図であり、図３は、実施例１に係る成形金型
を正面から見たときの正面図である。図１から図３に示す成形金型１は、複合材を成形す
るための金型である。複合材としては、例えば、炭素繊維強化プラスチック（ＣＦＲＰ：
Carbon Fiber Reinforced Plastic）が用いられる。なお、実施例１では、複合材として
、ＣＦＲＰに適用したが、この構成に限定されない。樹脂及び繊維を用いた複合材であれ
ば、いずれであってもよい。
【００２５】
　この成形金型１により成形される複合材（成形品）は、例えば、航空機の主翼及び尾翼
等の翼体の少なくとも一部を構成する構造体に利用される。実施例１では、航空機の尾翼
を成形する成形金型について説明する。なお、実施例１の成形金型１は、航空機の尾翼を
成形する成形金型に適用して説明するが、この構成に限定されない。成形金型１は、航空
機の主翼を成形する成形金型に適用してもよいし、航空機以外の構造体を成形する成形金
型に適用してもよく、複合材を成形する成形金型であれば、いずれに適用してもよい。
【００２６】
　図１に示すように、実施例１の成形金型１は、支持フレーム５と、支持フレーム５の上
方に設けられる成形部材６と、支持フレーム５と成形部材６との間に設けられる高さ調整
機構７と、支持フレーム５の下方に設けられる３つの車輪８とを備えている。詳細は後述
するが、この成形金型１は、３つの車輪８により床面Ｐ１上を走行可能となっていること
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から、複合材の成形に関する作業を行う作業領域と、加熱成形を行う加熱成形領域との間
で、移動自在になっている。
【００２７】
　支持フレーム５は、例えば、鋼材を用いて構成されている。支持フレーム５は、図２に
示す上方側から見た平面視の形状が、成形する尾翼１０（図２の二点鎖線）よりも一回り
大きな形状となっており、略四角形状となっている。この支持フレーム５には、成形金型
１の移動に際して把持される取手部１３（図２のみ図示）が取り付けられている。取手部
１３は、実施例１において４つ設けられており、四角形状の支持フレーム５の四隅にそれ
ぞれ配置されている。
【００２８】
　成形部材６は、例えば、インバー等の低膨張合金材を用いて構成されており、支持フレ
ーム５に対向して設けられている。成形部材６は、低膨張合金材を用いていることから、
成形部材６の熱膨張率が、支持フレーム５の熱膨張率よりも低くなっている。また、成形
部材６は、図２に示す上方側から見た平面視の形状が、支持フレーム５と同様に、成形す
る尾翼１０よりも一回り大きな形状となっている。成形部材６は、その厚みが、支持フレ
ーム５の厚みよりも薄くなっている。成形部材６は、その上面が、複合材を成形する成形
面Ｐ２となっており、成形面Ｐ２は、成形後の複合材である成形品の形状に倣った形状と
なっている。実施例１の場合、成形面Ｐ２は、尾翼１０のスキン（外板）に倣った形状と
なっており、具体的に、尾翼１０の短辺方向において下方側に凸となる曲面に形成されて
いる。一方で、成形部材６は、その下面が、高さ調整機構７により支持される支持面Ｐ３
となっており、支持面Ｐ３は、平坦面となっている。
【００２９】
　ここで、上記の成形部材６は、成形する尾翼１０の形状に応じて、適宜設計されている
。このため、成形部材６は、その成形面Ｐ２の形状が、設計される尾翼１０の形状に応じ
て変化することになる。つまり、成形部材６は、設計される尾翼１０の種類分だけ用意さ
れる。
【００３０】
　この成形部材６の成形面Ｐ２には、尾翼１０の後方側（図示下側）の長辺方向に沿って
配置される翼ガイド１５と、尾翼１０の基端側（図示右側）の短辺方向に沿って配置され
るレイアップガイド（ガイド部材）１６とが固定されている。翼ガイド１５は、長辺方向
に延びる直線状に形成されており、成形面Ｐ２の平面となる部分に固定される。レイアッ
プガイド１６は、短辺方向に延びる直線状に形成されると共に、曲面となる成形面Ｐ２に
倣って変形可能となっており、成形面Ｐ２の曲面となる部分に固定される。
【００３１】
　図４は、実施例１に係る成形金型のレイアップガイドを示す説明図である。図４の上図
は、レイアップガイド１６を正面から見たときの正面図であり、下図は、レイアップガイ
ド１６を上方から見たときの平面図である。図４に示すように、レイアップガイド１６は
、曲面となる成形面Ｐ２に固定されるが、このとき、種々の成形部材６の成形面Ｐ２に対
応させるべく変形自在となっている。このレイアップガイド１６は、複数のスリット２１
と、一対のピン穴２２ａ，２２ｂとを有している。
【００３２】
　複数のスリット２１は、レイアップガイド１６の長手方向に所定の間隔を空けて設けら
れている。各スリット２１は、長手方向に直交する直交方向に延びて形成されている。ま
た、各スリット２１は、その上面から下面へ向かって形成されると共に、下面側の一部を
残して形成されている。このため、レイアップガイド１６は、その上面側が複数のスリッ
ト２１で分割される一方で、その下面側が連なった形状となる。よって、レイアップガイ
ド１６は、上方から見た平面視において直線形状を維持しつつ、正面から見た正面視にお
いて変形自在となる。
【００３３】
　一対のピン穴２２ａ，２２ｂは、その一方のピン穴２２ａが円形状に形成される一方で



(7) JP 6104730 B2 2017.3.29

10

20

30

40

50

、その他方のピン穴２２ｂがオーバル形状に形成される。なお、オーバル形状とは、長円
形、楕円形及び角丸長方形等を含む形状である。ピン穴２２ｂは、レイアップガイド１６
の長手方向に長いオーバル形状となっている。
【００３４】
　円形のピン穴２２ａは、レイアップガイド１６の上面に対して没入して形成される有底
円形状の穿孔穴と、穿孔穴の底面の中心に貫通形成される円形状の貫通穴とにより形成さ
れることで、段付のピン穴２２ａとなっている。このピン穴２２ａには、位置決めピン２
５ａが挿通される。位置決めピン２５ａは、その軸部が貫通穴に挿通される一方で、その
頭部が穿孔穴の底面に当接する。つまり、穿孔穴の底面が、位置決めピン２５ａの頭部が
当接する座面となっている。そして、ピン穴２２ａに挿通された位置決めピン２５ａは、
成形面Ｐ２に形成される位置決め穴２６ａに挿通される。これにより、位置決めピン２５
ａは、レイアップガイド１６を上下方向に位置規制している。
【００３５】
　オーバル形のピン穴２２ｂは、ピン穴２２ａと同様に、レイアップガイド１６の上面に
対して没入して形成される有底のオーバル形状の穿孔穴と、穿孔穴の底面の中心に貫通形
成されるオーバル形状の貫通穴とにより形成されることで、段付のピン穴２２ｂとなって
いる。このピン穴２２ｂには、位置決めピン２５ｂが挿通される。位置決めピン２５ｂは
、その軸部が貫通穴に挿通される一方で、その頭部が穿孔穴の底面に当接する。つまり、
穿孔穴の底面が、位置決めピン２５ｂの頭部が当接する座面となっている。そして、ピン
穴２２ｂに挿通された位置決めピン２５ｂは、成形面Ｐ２に形成される位置決め穴２６ｂ
に挿通される。このとき、ピン穴２２ｂは、オーバル形となっていることから、位置決め
ピン２５ｂは、ピン穴２２ｂの長手方向における所定の位置で、位置決め穴２６ｂに挿通
される。
【００３６】
　ここで、位置決め穴２６ａ及び位置決め穴２６ｂは、その深さ方向が、平面となる成形
部材６の支持面Ｐ３に対して直交する方向となるように形成される。このため、位置決め
穴２６ａ及び位置決め穴２６ｂは、３軸加工機で加工することが可能となり、安価な加工
で位置決め穴２６ａ及び位置決め穴２６ｂを形成することができる。一方で、成形部材６
の成形面Ｐ２は曲面となっているため、成形面Ｐ２に倣って変形するレイアップガイド１
６のピン穴２２ａ，２２ｂ（の貫通穴）は、その深さ方向が位置決め穴２６ａ及び位置決
め穴２６ｂの深さ方向に対し僅かに斜めとなる。このとき、ピン穴２２ａ，２２ｂは、段
付の固定穴に形成されることで、穿孔穴の底面とレイアップガイド１６の下面との間の厚
みを薄くできることから、貫通穴の長さを短くできる。これにより、位置決めピン２５ａ
及び位置決めピン２５ｂは、その挿入方向が、貫通穴によって規制されることなく、位置
決め穴２６ａ及び位置決め穴２６ｂに挿通される。
【００３７】
　上記のようなレイアップガイド１６を成形面Ｐ２に固定する場合、レイアップガイド１
６を成形面Ｐ２に倣って変形させると共に、位置決めピン２５ａを円形のピン穴２２ａを
介して位置決め穴２６ａに挿通され、位置決めピン２５ｂをオーバル形のピン穴２２ｂを
介して位置決め穴２６ｂに挿通される。このとき、ピン穴２２ｂはオーバル形となってい
るため、成形面Ｐ２に倣って変形させたレイアップガイド１６のピン穴２２ａ，２２ｂは
、位置決め穴２６ａ，２６ｂ上に位置させることができる。よって、レイアップガイド１
６は、成形面Ｐ２に対して浮いたりせずに、成形面Ｐ２に倣って好適に固定される。
【００３８】
　なお、本実施例では、レイアップガイド１６に形成する一方のピン穴２２ａを円形状と
し、他方のピン穴２２ｂをオーバル形状としたが、一対のピン穴２２ａ，２２ｂの両方を
オーバル形状に形成してもよい。
【００３９】
　高さ調整機構７は、成形部材６を平らな状態にするために、支持フレーム５と成形部材
６との間の距離を調整するものである。この高さ調整機構７は、ねじ機構を利用しており
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、手動で高さを調整可能な機構となっている。高さ調整機構７は、支持フレーム５と成形
部材６との間に複数設けられている。複数の高さ調整機構７は、成形部材６を平らな状態
で支持可能な配置となっている。つまり、複数の高さ調整機構７は、隣接する高さ調整機
構７同士の間隔が、成形部材６を平らな状態で支持可能な間隔となっている。また、複数
の高さ調整機構７は、支持面Ｐ３内において、格子状に配置されていてもよいし、千鳥状
に配置されていてもよい。ここで、平らな状態とは、水平面と平行な状態である水平状態
の他、水平面に対して傾斜する平坦な傾斜面と平行な状態である傾斜状態を含む。このた
め、複数の高さ調整機構７は、成形部材６の支持面Ｐ３が、水平面と平行となるように、
成形部材６を水平状態で支持している。なお、複数の高さ調整機構７は、成形部材６の支
持面Ｐ３が、水平面に対して傾斜する平坦な傾斜面と平行となるように、成形部材６を傾
斜状態で支持してもよい。
【００４０】
　図５は、実施例１に係る成形金型の高さ調整機構を示す模式図である。図５に示すよう
に、各高さ調整機構７は、支持フレーム５に固定されるナット３１と、ナット３１に締結
されるねじ軸３２と、成形部材６に当接する当接パッド（当接部材）３３と、ナット３１
と当接パッド３３との間に設けられるロックナット３４とを有する。
【００４１】
　ナット３１は、支持フレーム５に溶接により固定されている。ねじ軸３２は、その軸方
向の一端（下端）がナット３１に締結される。ナット３１に締結されるねじ軸３２は、ナ
ット３１に対して回転させることで、その軸方向（高さ方向）に移動する。当接パッド３
３は、ねじ軸３２の軸方向の他端（上端）に固定されており、成形部材６の支持面Ｐ３に
当接する当接面Ｐ４を有している。なお、当接パッド３３は、その当接面Ｐ４が、ねじ軸
３２に対して傾斜自在（首振り自在）となるように構成されていてもよい。ロックナット
３４は、ナット３１と当接パッド３３との間のねじ軸３２に設けられており、ナット３１
に当接するように回転させて固定することで、ナット３１とねじ軸３２との締結をより強
固なものとしている。つまり、ナット３１及びロックナット３４は、ダブルナットを構成
している。
【００４２】
　そして、複数の高さ調整機構７は、それぞれの高さが調整されることで、複数の当接パ
ッド３３の当接面Ｐ４に設置される成形部材６の支持面Ｐ３を、水平面を含む平坦面にす
ることができる。
【００４３】
　再び、図１から図３を参照し、３つの車輪８は、支持フレーム５の下方側に取り付けら
れ、支持フレーム５を３点支持している。このため、３つの車輪８は、全ての車輪８が床
面Ｐ１上に接地する。また、３つの車輪８は、支持フレーム５を３点支持していることか
ら、凹凸形状となる床面Ｐ１上を走行する場合であっても、支持フレーム５の傾きが変化
するだけで、支持フレーム５にねじれが生じることがない。このため、成形部材６を平ら
な状態で維持できることから、支持フレーム５のねじれによる成形面Ｐ２の変形を抑制し
つつ、支持フレーム５を移動させることが可能となる。また、支持フレーム５には、転倒
を抑制するための補助輪３８が設けられており、接地する３つの車輪８に対して、僅かに
浮いた状態となっている。
【００４４】
　続いて、上記の成形金型１の高さ調整機構７を調整することによって、成形部材６を平
らな状態（水平状態）にする成形金型１の高さ調整方法について説明する。成形金型１は
、成形部材６が高さ調整機構７に設置されていない状態で、複数の高さ調整機構７の高さ
がそれぞれ調整される。このとき、各高さ調整機構７の高さは、図示しない水平器を用い
て調整する。水平器を用いて高さが調整された高さ調整機構７は、当接パッド３３によっ
て成形部材６を水平状態で支持可能な高さとなる。そして、高さが調整された高さ調整機
構７の当接パッド３３の当接面Ｐ４に成形部材６を設置することで、成形部材６は平らな
状態、つまり、成形部材６の支持面Ｐ３は平坦面となる。以上により、成形金型１の高さ
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調整方法に関する作業が終了する。なお、支持フレーム５は、高さ調整機構７の高さ調整
後に、当接パッド３３に成形部材６が設置されても、成形部材６の重量によって歪まない
剛性となっている。つまり、支持フレーム５は、設計段階において、成形部材６の重量の
他、成形部材６の成形面Ｐ２に設置される尾翼１０等の翼体の重量も考慮して、撓みが生
じないように、その剛性が設計される。
【００４５】
　次に、成形金型１を用いて尾翼１０を成形する作業工程について説明する。図６は、成
形金型を用いて成形される翼体構造の一例を示す断面図である。ここで、尾翼１０の成形
作業の説明に先立ち、尾翼１０について説明する。尾翼１０は、ボックス・ビーム構造と
なっており、上方スキン４１と、下方スキン４２と、前方スパー４３と、後方スパー４４
と、複数のストリンガー４５と、複数のリブ４６とを備えている。
【００４６】
　上方スキン４１は、尾翼１０の上方の外板である。下方スキン４２は、尾翼１０の下方
の外板であり、上方スキン４１に対向して配置される。前方スパー４３は、上方スキン４
１と下方スキン４２との間に設けられ、尾翼１０の長手方向に沿って配置されると共に尾
翼１０の前方側に配置される桁である。後方スパー４４は、上方スキン４１と下方スキン
４２との間に設けられ、尾翼１０の長手方向に沿って配置されると共に尾翼１０の後方側
に配置される桁である。複数のストリンガー４５は、断面Ｔ字状に形成されており、上方
スキン４１及び下方スキン４２の内側にそれぞれ設けられ、尾翼１０の長手方向に沿って
配置される縦通材である。複数のリブ４６は、尾翼１０の長手方向に所定の間隔を空けて
並べて配置される骨材である。
【００４７】
　上記のように構成される尾翼１０は、その一部の構造体、例えば、スキン４１、４２及
びストリンガー４５から成るコボンド成形品が、上記の成形金型１を用いて、真空樹脂含
浸製造法により成形される。尾翼１０の一部の構造体を成形する場合、先ず、成形面Ｐ２
に離型剤を塗布する所定の作業領域に向けて、３つの車輪８を床面Ｐ１上で走行させなが
ら、成形金型１を移動させる。所定の作業領域へ成形金型１を移動させた後、成形金型１
の成形面Ｐ２には、離型剤が塗布される。離型剤の塗布後、炭素繊維により構成された基
材シート（ドライプリフォーム）を積層する所定の作業領域に向けて、３つの車輪８を床
面Ｐ１上で走行させながら、成形金型１を移動させる。
【００４８】
　所定の作業領域へ成形金型１を移動させた後、成形金型１の成形面Ｐ２には、尾翼１０
の上方スキン４１または下方スキン４２の形状にカットしたドライプリフォームが、繊維
方向を異ならせて複数積層される。このとき、ドライプリフォームは、成形面Ｐ２上に設
けた翼ガイド１５及びレイアップガイド１６によって位置決めされながら積層される。ド
ライプリフォームの積層後、ドライプリフォームに樹脂を含浸させる所定の作業領域に向
けて、３つの車輪８を床面Ｐ１上で走行させながら、成形金型１を移動させる。なお、樹
脂は、熱硬化樹脂が用いられる。
【００４９】
　所定の作業領域へ成形金型１を移動させた後、成形金型１の成形面Ｐ２に積層されたド
ライプリフォームは、被覆材によって覆われ、被覆材の内部を真空引きしながら、樹脂が
注入されることで、ドライプリフォームに樹脂が含浸する。樹脂の含浸後、樹脂を加熱硬
化させる加熱成形領域に向けて、３つの車輪８を床面Ｐ１上で走行させながら、成形金型
１を移動させる。なお、樹脂の含浸は、加熱成形領域で行ってもよい。
【００５０】
　加熱成形領域は、加熱装置の内部に形成されている。加熱成形領域へ成形金型１を移動
させた後、成形金型１は、加熱装置により所定の温度（例えば、１３０℃前後）まで加熱
される。これにより、樹脂を含浸させたドライプリフォームは、樹脂が熱硬化することで
、上方スキン４１または下方スキン４２の形状に成形される。加熱成形後、成形された上
方スキン４１または下方スキン４２の内側となる上面に、ドライプリフォームのストリン
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ガー４５を設置する所定の作業領域に向けて、３つの車輪８を床面Ｐ１上で走行させなが
ら、成形金型１を移動させる。
【００５１】
　所定の作業領域へ成形金型１を移動させた後、成形金型１で成形された上方スキン４１
または下方スキン４２の上面には、ドライプリフォームのストリンガー４５が所定の位置
に設置される。ストリンガー４５の設置後、ドライプリフォームのストリンガー４５に樹
脂を含浸させる所定の作業領域に向けて、３つの車輪８を床面Ｐ１上で走行させながら、
成形金型１を移動させる。
【００５２】
　所定の作業領域へ成形金型１を移動させた後、上方スキン４１または下方スキン４２の
上面に設置されたストリンガー４５は、被覆材によって覆われ、被覆材の内部を真空引き
しながら、樹脂が注入されることで、樹脂が含浸する。樹脂の含浸後、樹脂を加熱硬化さ
せる加熱成形領域に向けて、３つの車輪８を床面Ｐ１上で走行させながら、成形金型１を
移動させる。
【００５３】
　加熱成形領域へ成形金型１を移動させた後、成形金型１は、加熱装置により所定の温度
（例えば、８０℃前後～１３０℃前後）まで加熱される。これにより、樹脂を含浸させた
ドライプリフォームのストリンガー４５は、樹脂が熱硬化することで、上方スキン４１ま
たは下方スキン４２の上面にストリンガー４５が成形される。加熱成形後、上方スキン４
１または下方スキン４２とストリンガー４５とからなるコボンド成形品を、成形金型１か
ら脱型する所定の作業領域に向けて、３つの車輪８を床面Ｐ１上で走行させながら、成形
金型１を移動させる。
【００５４】
　所定の作業領域へ成形金型１を移動させた後、成形金型１の成形面Ｐ２に成形されたコ
ボンド成形品は、成形金型１から脱型される。脱型された尾翼１０の一部となるコボンド
成形品は、所定の検査が行われた後、尾翼１０を構成する他の成形品と適宜連結されるこ
とで、尾翼１０が構成される。
【００５５】
　以上のように、実施例１の構成によれば、支持フレーム５が自重により撓む場合や、溶
接により変形する場合であっても、高さ調整機構７により高さを調整することで、成形部
材６を平らな状態にすることができる。また、高さ調整機構７は、成形部材６を平らな状
態となるように支持することができるため、成形部材６の厚みを厚くする必要がない。こ
のため、成形部材６の成形面Ｐ２の変形を抑制しつつ、成形金型１を安価な構造にするこ
とが可能となる。
【００５６】
　また、実施例１の構成によれば、成形部材６の熱膨張率を、支持フレーム５の熱膨張率
よりも小さくすることができるため、成形面Ｐ２の熱変形を抑制することができる。なお
、実施例１の構成では、支持フレーム５を鋼材とし、成形部材６をインバー等の低膨張合
金としたが、この構成に限定されない。成形部材６の熱膨張率は、支持フレーム５の熱膨
張率以下となっていればよいため、成形部材６は、インバーの他、ＣＦＲＰ等の複合材、
または支持フレーム５と同様の鋼材等を用いてもよい。
【００５７】
　また、実施例１の構成によれば、３つの車輪８により支持フレーム５を３点支持しなが
ら移動させることができる。このとき、３つの車輪８を全て接地させた状態で、支持フレ
ーム５を移動させることができるため、凹凸形状となる床面Ｐ１上を走行する場合であっ
ても、支持フレームの傾きが変化するだけで、支持フレーム５にねじれ等の歪みを生じさ
せることがない。以上から、成形部材６を平らな状態にしつつ、支持フレーム５を移動さ
せることが可能となる。
【００５８】
　また、実施例１の構成によれば、ねじ軸３２を回転させ、ナット３１に対してねじ軸３
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２を高さ方向に移動させることで、当接パッド３３に当接する成形部材６の高さを手動で
調整することができる。このため、高さ調整機構７による高さの調整を、手動で容易に行
うことができる。
【００５９】
　また、実施例１の構成によれば、レイアップガイド１６に複数のスリット２１を形成す
ることで、レイアップガイド１６を、成形面Ｐ２に倣って変形させることができる。また
、レイアップガイド１６に一対のピン穴２２ａ，２２ｂを形成することで、成形面Ｐ２に
倣って変形したレイアップガイド１６をピン穴２２ａ，２２ｂを介して、位置決めピン２
５ａ，２５ｂにより成形面Ｐ２に適切に固定することができる。
【００６０】
　また、実施例１の構成によれば、床面Ｐ１上を走行させながら、成形金型１を、作業領
域と加熱成形領域との間で移動させることができる。このため、成形金型１を、クレーン
により吊り上げて移動させるという、煩雑な移動作業を行う必要がなく、移動作業に伴う
作業時間を短縮することができる。これにより、複合材の成形作業を効率良く行うことが
できる。
【実施例２】
【００６１】
　次に、図７を参照して、実施例２に係る成形金型５１について説明する。図７は、実施
例２に係る成形金型の高さ調整機構を示す模式図である。なお、実施例１と重複した記載
を避けるべく、実施例１と異なる部分についてのみ説明し、実施例１と同様のものについ
ては、同じ符号を付して説明する。実施例１では、高さ調整機構７として、ねじ機構を適
用したが、実施例２では、高さ調整機構５２として、流体を利用した機構となっている。
【００６２】
　図７に示すように、高さ調整機構５２は、支持フレーム５と成形部材６との間に複数設
けられている。複数の高さ調整機構５２は、実施例１と同様に、成形部材６を支持可能な
配置となっている。
【００６３】
　各高さ調整機構５２は、容器５５と、フロート（浮体）５６と、連結軸５７と、当接パ
ッド（当接部材）５８とを有する。容器５５は、上方が開口する有底の円筒形状に形成さ
れており、内部に流体を溜めている。なお、流体としては、例えば、作動油が適用される
が、作動油に限定されず、水平面を形成すると共にフロート５６を浮かばせることが可能
な流体であれば、いずれであってもよい。この容器５５は、その底部側が、支持部材６１
を介して支持フレーム５に固定されている。フロート５６は、容器５５の内部に収容され
ており、流体に浮かぶと共に、容器５５に対して高さ方向に移動可能となっている。この
とき、容器５５内の流体が外部に漏出することを抑制すべく、容器５５とフロート５６と
の間は、封止された構造となっている。例えば、容器５５とフロート５６との間は、Ｏリ
ング等のシール部材が設けられる。連結軸５７は、その軸方向の一端がフロート５６の上
面に固定される。当接パッド５８は、連結軸５７の軸方向の他端に固定されており、成形
部材６の支持面Ｐ３に当接する当接面Ｐ４を有している。なお、当接パッド５８は、実施
例１と同様に、その当接面Ｐ４が、連結軸５７に対して傾斜自在（首振り自在）となるよ
うに構成されていてもよい。
【００６４】
　ここで、複数の高さ調整機構５２は、複数の容器５５の内部が、連通流路６２を介して
相互に接続されている。このため、容器５５内の流体が、連通流路６２を介して他の容器
５５内へ流出したり、他の容器５５内の流体が、連通流路６２を介して容器５５内へ流入
したりする。このため、複数の容器５５内の流体のそれぞれ境界面は、同一面となる水平
面となる。よって、複数の高さ調整機構５２は、複数の容器５５内の流体に浮かぶフロー
ト５６が同じ高さとなるため、複数の当接パッド５８の当接面Ｐ４に設置される成形部材
６の支持面Ｐ３を、平坦面にすることができる。
【００６５】
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　以上、実施例２の構成によれば、容器５５内の流体の境界面が水平面となり、水平面と
なる流体にフロート５６が浮かぶことから、当接パッド５８に当接する成形部材６を水平
状態とすることができる。このため、高さ調整機構５２は、支持フレーム５が撓む場合で
あっても、流体の境界面は水平面となることから、成形部材６を水平状態となるように支
持することができるため、成形部材６の厚みを厚くする必要がない。このため、成形面Ｐ
２の変形を抑制しつつ、成形金型５１を安価な構造にすることが可能となる。
【００６６】
　なお、実施例２では、高さ調整機構５２を複数設けたが、この構成に限定されず、高さ
調整機構５２を単体で構成してもよい。この場合、支持フレーム５上に設けられる単一の
容器５５は、支持フレーム５の形状に合わせて大型の箱状に形成する。また、フロート５
６は、容器５５の形状に合わせた大型のものとし、これを容器５５内の流体に浮かべる。
そして、連結軸５７及び当接パッド５８は、成形部材６を支持可能に、フロート５６上に
適宜設置する。
【実施例３】
【００６７】
　次に、図８を参照して、実施例３に係る成形金型７１について説明する。図８は、実施
例３に係る成形金型の高さ調整機構を示す模式図である。なお、実施例３でも、実施例１
と重複した記載を避けるべく、実施例１と異なる部分についてのみ説明し、実施例１と同
様のものについては、同じ符号を付して説明する。実施例１では、高さ調整機構７として
、ねじ機構を適用したが、実施例３では、高さ調整機構７２として、アクチュエータ８１
を用いた機構となっている。
【００６８】
　図８に示すように、成形金型７１は、高さ調整機構７２の水平度を検出する水平検出器
７５と、水平検出器７５に接続される制御部７６とをさらに備えている。また、高さ調整
機構７２は、支持フレーム５と成形部材６との間に複数設けられている。複数の高さ調整
機構７２は、実施例１と同様に、成形部材６を支持可能な配置となっている。
【００６９】
　各高さ調整機構７２は、アクチュエータ８１と、当接パッド８２とを有する。アクチュ
エータ８１は、その先端に当接パッド８２が固定されており、当接パッド８２の位置を高
さ方向において所定の位置に移動させる。アクチュエータ８１は、例えば、ピストンを出
没させる油圧シリンダまたは空圧シリンダの他、電磁力によりロッドを出没させる電磁ソ
レノイド、またはねじ軸、ナット及びボールから成るボールねじのナットをサーボモータ
により回転させることでねじ軸を進退移動させる電動アクチュエータ等を適用してもよく
、高さ方向において当接パッド８２を所定の位置に移動させることが可能なものであれば
、いずれであってもよい。アクチュエータ８１は、制御部７６に接続されており、制御部
７６によってアクチュエータ８１の駆動が制御されている。当接パッド８２は、アクチュ
エータ８１の先端に固定されており、成形部材６の支持面Ｐ３に当接する当接面Ｐ４を有
している。当接パッド８２は、実施例１と同様に、その当接面Ｐ４が、アクチュエータ８
１の軸方向に対して傾斜自在（首振り自在）となるように構成されていてもよい。
【００７０】
　そして、制御部７６は、水平検出器７５の検出結果に基づいて、複数の高さ調整機構７
２の複数のアクチュエータ８１の駆動を制御し、複数の高さ調整機構７２の高さをそれぞ
れ調整することで、複数の当接パッド３３の当接面Ｐ４に設置される成形部材６の支持面
Ｐ３を、平坦面にすることができる。
【００７１】
　以上、実施例３の構成によれば、制御部７６は、水平検出器７５の検出結果に基づいて
、高さ調整機構７２のアクチュエータ８１を制御することにより、高さ調整機構７２の水
平度を維持することができる。このため、支持フレーム５が自重により撓む場合であって
も、制御部７６により高さ調整機構７２の高さを調整することで、成形部材６を水平状態
にすることができる。また、高さ調整機構７２は、成形部材６を水平状態に支持すること
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ができるため、成形部材６の厚みを厚くする必要がない。このため、成形面Ｐ２の変形を
抑制しつつ、成形金型７１を安価な構造にすることが可能となる。
【符号の説明】
【００７２】
１　成形金型
５　支持フレーム
６　成形部材
７　高さ調整機構
８　車輪
１０　尾翼
１３　取手部
１５　翼ガイド
１６　レイアップガイド
２１　スリット
２２ａ，２２ｂ　ピン穴
２５ａ，２５ｂ　位置決めピン
２６ａ，２６ｂ　位置決め穴
３１　ナット
３２　ねじ軸
３３　当接パッド
３４　ロックナット
３８　補助輪
４１　上方スキン
４２　下方スキン
４３　前方スパー
４４　後方スパー
４５　ストリンガー
４６　リブ
５１　成形金型（実施例２）
５２　高さ調整機構（実施例２）
５５　容器
５６　フロート
５７　連結軸
５８　当接パッド（実施例２）
６１　支持部材
６２　連通流路
７１　成形金型（実施例３）
７２　高さ調整機構（実施例３）
７５　水平検出器
７６　制御部
８１　アクチュエータ
８２　当接パッド（実施例３）
Ｐ１　床面
Ｐ２　成形面
Ｐ３　支持面
Ｐ４　当接面
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